
為
疋
国
型
パ
町
芝
干
日
目
篠
宮
一
掴
闘
面
品
開
掴
可
書
凶

z
m
-
a膏
宮

合亭溶緩季大関帝都京
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4
5
通
知
円
相
抑
制
引
割
判
編
却
損
習
縄

q
S
S
T司

禁

輔

載

;fCj-電車量日ーー-F司 J、~"国-t- lE ::1巳

論

刷

端

接

商
書
周
書
出
M
政
治
経
漕
思
怨
・

公
誌
上
の
兎
税
・..• 

運
賃
論

hru繋
拙
同
盟
さ
海
出
同
盟
・
洋
地
下
士

臼
殺
統
計
論
-
-
-
-
-
-
-
-
-
法
事
一
昨
'r

語

肌

檎

知

徳
川
時
代
岡
山
江
戸
間
の
海
運
・
・
-
総
務
山
中
士

山れ
V
労

働

問

耐

法

則

の

安

常

性

べ

叫

・

絞

書

γ
i
一

雄

枕

錦

蝋

近
世
農
村
の
性
質
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
偲
産
品
土

枇
舎
統
計
て
ふ
名
目
の
意
義
-
-
-
-
・
・
仲
間
一
帯
問
中
士

手
形
交
換
叫
づ
M
岬
里
昂
の
ぺ
イ
!
?
ン
・
純
一
併
棋
士

物
債
の
艶
動
ミ
能
量
税
-
-
-
-
-
-
・
・
法
鼎
士

法品川

A
骨

r

漁
業
共
腕
説
姥
刷
料
川
・
漁
業
府
間
判
叫
叫
世
間
以
執
手
杓
・
帥
山
梨
初
介
的
組
行
令
中
山
改
正
・
附
醍
州
内
住
尻

に
係
る
物
品

ω附
入
時
白
熱
除
に
附
す
る
法
律
・
問
有
称
野
火
抑
制
令
却
制
・
制
品
川
仙
制
金
を
副
便
貯
金
に
扱
替

の
件

法問弔問士

財小肩111 田

部品戸島
i旦

静 太 正 錦

治 郎 雄 治
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森県

耕正

本
庄
比
米
治
郎

財

部

静

治

小
川
一
晒
太
郎

沙

見

三

郎
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第
二
十
一
番

(
第
二
親

ペ‘

一
九
六

税
源
|
|
租
枇
客
健
1
1課
税
傑
準

l
l誠
税
単
位

|
|
税
率

l
l机
税
狐

-
卸
も
第
一
の
階
段
ご

L
て
は
、
先
づ
税
孤
に
於

τ結

一
局
何
よ
L

リ
支
捕
は
し
む
〈
き
か
を
明
か
に
し
、
延
に
ニ

一
の
税
制
脚
よ
り
和
枕
を
徴
股
す
る
絡
め
に
は
如
何
な
る
物

一
時
に
疎
枕
す
べ
き
や
、
帥
L
利
一
枕
客
閥
的
問
旭
を
定
的

一
ね
ば
な
ら
ぬ
。
質
問
は
的
u
A
ぴ
形
式
的
川
産
枕
の
可
否
山

↑
問
題
、
軍
一
一
枕
の
得
失

ω議
論
、
机
税
制
度
内
編
成
方

一
法
等

ω
川
政
学
ト
重
要
な
る
凡

τの
附
閥
は
、
こ
の
第

一
の
階
段
に
合
ま
れ

τゐ
る
の
で
あ
る
o

次
仁
第
二
の
階
段
に
於
て
は
、
和
税
容
植
に
刷
辿

L

一

τ制
殺
の
標
準
ピ
な
る
べ
き
も
の
を
定
め
・
こ
の
課
税

一
様
準
の
定
量
た
る
課
税
耶
位
に
一
定
内
税
率
を
来
じ

一
机
枕
傾
を
算
定
す
る
の
で
あ
る
Q

こ
の
場
合
に
、
課
税

一
一
一
線
準
従
っ
て
課
総
躍
位
が
蚊
駐
に
て
示
き
る
、
時
に

一
は
、
之
に
劃
す
る
税
率
を
金
額
に
て
示

L
、
又
訓
附
枕
回
早

利
枕
は
之
を
税
制
脚
よ
h
徴
収
す
る
も
の
で
ゐ
る
o

然
一
位
が
金
額
に
よ
っ

τ現
は
き
る
、
際
に
は
、
税
率
を
百

し
課
税
技
術
上
の
閥
係
か
ら
し
て
、
税
似
を
直
接
に
捕
一
分
比

ω形
に
て
示
す
の
で
あ
る
。
所
制
従
H

皿
松
ピ
従
M
咽

捉
す
る
一
帯
'
佐
川
越
灯
、
通
常
次
の
如
き
経
路
を
辿
る
事
正
税
ご
の
幅
別
は
、
こ
の
制
よ
h
，
生
十
る
o

即
ち

な

っ

て

ゐ

る

。

爵

剛

部

H
掛
謝
柵
博
(
嫌
剛
)

X
剖
押
梯
(
ゆ
舗
)

物
債
の
艶
動
ず
」
従
量
税

見

汐

illl 

I
l
i
t
-

-

』

4

J

ιFrnncois. op. cit. p. 6rr 

じ.A. Conant， op. cit. p. :qo. 
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世
間
淘
禅
H剛
細
部
冊
博
(
出
町
描
m
v
x
湾
側
官
(
〕
崎
山

v
h
r
)

な
る
表
式
の
一
不
す
が
如
〈
、
地
調
(
課
税
単
位
〕
百
固
に

つ
き
百
分
の
四
(
税
率
)
を
徴
牧
す
る
地
租
は
従
債
税
に

し

τ、
港
石
宣
川
(
謀
税
単
位
二
石
仁
ー
っ
き
十
入
国
(
税

率
)
を
課
す
る
薬
酒
税
は
従
量
殺
町
に
麗
し
で
ゐ
る
。

課
税
の
第
一
の
階
段
は
、
こ
の
第
ニ
の
階
段
、
を
へ
て

始
め
て
そ
の
所
期
の
目
的
を
遣
す
る
事
好
柑
来
る
o
第

二
の
階
段
が
好
都
合
に
蓮
ば
な
け
れ
ば
、
第
一
階
段
に

如
何
な
る
理
想
を
昔
い

τ覧
H
X
て
も
、
結
局
は
無
意
味

に
蹄
す
る
の
で
あ
る
9
現
に
、
第
二
の
階
段
に
於
て
従

量
税
の
形
式
を
Z
れ
る
租
税
が
、
物
侵
踊
出
動
な
る
大
事

賞
仁
直
面
し
た
が
潟
め
に
、
第
一
階
段
仁
於

τ立
法
者

の
珠
想

rに
し
な
か
っ
た
結
果
を
費
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
以
下
私
は
「
物
慣

ω麗
動
主
従
量
殺
」
の
問
題
を
中

心
に
し

τ・
課
税
の
第
一
階
段
Z
第
二
階
段
正
の
閲
係

を
明
に
す
る
。
品
川
、
本
問
題
に
ー
一
開
し
て
は
、
己
に
紳
戸

め

博
士
が
理
論
的
に
論
じ
謹
し
て
ゐ
ら
れ
る
か
ら
、
私
は

専
ら
、
我
閣
に
存
す
る
現
賓
の
数
字
に
立
脚
し
て
問
題

を
扱
ひ
た
い
の
で
あ
る
。

=
 

雑

録

物
倒
白
認
Z

動
と
従
軍
調

我
国
の
酒
税
は
、
酒
類
の
消
費
に
よ

E
一
小
宮
る
、
所

得
を
税
源
正
し
、
酒
類
の
醸
造
ピ
云
ム
事
寅
を
租
税
客

僧
正
し
、
酒
類
の
遺
石
高
を
課
税
楳
準
に
定
め
、
課
税

車
位
は
志
石
清
一
一
ゐ
・
而
L
τ
税
率
を
金
額
仁
よ
っ
て

定
め
て
ゐ
る
凶
問
題
は
、
第
二
階
段
に
胤
す
る
摘
額
の

従
量
税
率
が
、
第
一
階
段
の
出
品
目
貼
た
る
税
源
即
ち
綱

領
の
消
費
に
よ

E
不
き
る
、
所
得
に
適
合
す
る
や
否
ゃ

に
存
す
る
。

酒
税
の
重
要
な
る
も
の
Z
し
て
は
、
清
酒
の
造
石
枕

正
安
酒
税
ご
を
奉
げ
る
事
が
出
来
る
。
過
去
二
十
年
間

の
清
酒
及
び
タ
酒
の
税
率
を
掲
げ
る
ご
、
次
の
如
く
で

あ
る
o

清
摘
仁
丹
い

γτ
は
、
特
仁
津
引
減
量
を
顧
慮
L

税
率
に
換
算
を
加
へ
て
置
い
た
。

第

-

豪
酒
一
石
に
つ
き

三
十
四
年
十
月
以
陣

三
十
七
年
四
月
以
降

二
一
十
入
年
一
月
以
時

四
十
一
年
三
月
以
降

七
年
四
月
以
降

丸
年

A
H以
降

表

七
間

七
闘
亙
十
銭

入
間

十
周

十
二
同

十
λ
闘

第
二
十
一
審

(
第
二
誠
一
一
一
一
九
)

J、
七

柑戸憧土.不昔績之租栓(翻構論叢銑

小川博士-枕制唾柑即!諭 37丹'9.頁t 
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l
i
t
-
-

l
l
l
 

雑

物
畑
山
盤
動
と
従
推
粧

錐

前
期
一
石
に
つ
き

三
十
四
年
十
月
以
降
十
四
回
七
十
銭

(
十
五
闘
但
し
博
引
滅
指
百
分
自
一
一
)

三
十
七
年
凶
月
以
降
十
五
闘
十
九
銭

(
十
五
闘
五
寸
飽
値

L
滞
引
減
量
百
分
の
こ
)

一
一
一
十
八
年
一
月
以
降
十
六
同
六
十
六
鈍

(
十
七
閥
但
し
博
引
減
量
百
分
自
一
一
)

四
十
一
年
コ
一
月
以
降
十
九
岡
大
十
銭

(
二
十
削
但
し
諦
引
減
却
百
分
の
こ
)

七

年

四

月

叫

降

二

十

一

刷

入

十

金

銭

(
一
一
十
二
一
川
仰

L
枠
引
減
武
百
封

ω
五
)

九
年

A
H以
降

三

十

一

同

三

十

五

泊

四

{
三
十
一
一
一
闘
但

L
梓
引
減
就
百
分
。
五
)

十

一

年

四

月

川

崎

三

十

附

穴

十

丸

鈍

(
三
十
三
川
担
し
作
引
滅
批
百
分
山

b
)

第
一
表
仁
よ
る
ご
、
安
摘
枇
率
は
明
治
三
十
七
年
よ

与
最
近
に
至
る
迄
に
七
回
五
十
銭
よ
ち
十
入
国
に
二
杭

宇
に
増
加
.
同
一
期
間
内
に
清
酒
税
率
は
十
五
回
十
九

銭
よ
b
一
二
十
回
大
十
九
銭
に
約
二
倍
ご
な
っ
た
の
で
あ

'
Q
G
 一

方
安
調
及
び
清
酒
一
石
の
債
務
は
、
こ
の
間
仁

H
と

ん
な
麓
化
を
墨

L
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
c
此
目
的
の
矯

第
二
十
一
番

(
第
二
親

昨ー
の

ノk
ノ、

め
に
、
明
治
三
十
七
年
度
よ
り
大
正
十
一
年
度
に
至
る

主
税
局
統
計
年
報
事
的
物
侵
表
よ
b
、
勢
調
£
宿
泊
ご

一
の
石
嘗
ム
リ
卸
責
値
段
(
全
国
平
均
)
を
選
び
出
し
、
第
一
一

一
表
仁
牧
め
た
。
清
酒
の
銘
柄
ご

L
て
は
、
最
初
の
年
次

一
に
は
地
廻
古
酒
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
の
性
質
か

一
ち
す
れ
ば
、
出
回
摘
出
世
掴
の
小
責
値
段
を
調
べ
且
つ
毎
月

一
に
わ
た
b
算
定
す
ぺ
き
で
あ
る
が
、
通
賞
の
材
料
が
な

一
い
の
で
断
念
し
た
。

鱒

一
一
イ
七
年

一
十
八
年

一一一

t
九

年

四

f

年

四

十

一

年

四

十

二

年

間
十
一
一
一
年

四

十

四

年

凹

十

五

年

二

年

三

年

表
書

刑
、i

I
E
E
E
a
-
-
E

・・‘
B

，.E
a
E
E
-
-

‘，，
y

上

轄

品

下

等

品

内

内

幸

喜

一

史

・

歪

五
長
・
五
一
同
九
・
均
一
一

若
・
盟
児
・
一
記

者
・
望
見
・
九
九

五
九
二
司
五
7
・(」一円

売

・

宅

き

・

三

老
・
宅
き
・
同
一

山
口
・
-
一
一
己
耳
回
・
同
一

五A
・
七
一
五
コ
・
一
口

元
・
孟
歪
・
一
口

去
一
・
支
き
・
占
一
一

的
制
(
地
掴
)

、h
E
a
-
-
.

，EE
、se--'・・・
E
v
-
-
4

上

帯

品

下

位

甲

品

川

内

五回・晶
A

-

f

h

・九己

主
一
也
・
口
ん
マ
己
・
古
口

g
・2

一z

t

一子六白

川
口
・
九
口
五
回
・
七
回

望・ヨ
Z

J

毘
・
塑

目一

-q』
晶
一
千
四
豆

売

る

孟

三

・

禁

固
一
・
九
回
吾
?
点
じ

同点・喜一

Z

晶・口一

回A
・
丸
一
昭
己
・
↓
一
一
主

回四・
4
u

口
)
会
・
一
一
=
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年年年 j1~ Jp:年 il'.. 1-1工

凄

捕
、h

E
E
'
a
k

，a'
E
B
『
/

上

等

品

下

等

品

円

月

五
回
・
出
一
同
九
・
A
両

五一

γ
一
一
吾
一
二
二

一
一
芸
・
夫
元
・
回
一

望
?
ロ
ヰ
六
九
・
国
一

九十品三二

A

同・閉山首

二
千
一
五
一
口
了
事
一

一
一
一
7
一
訂
一
丸
也
・
A
回

一
一
口
・
ロ
一
九
七
・
骨
骨

荷
捌
(
地
担
}

、‘B
E
E
t

，、f
1
1
'
y

上

修

品

下

倖

品

問

円

四

7
童

三

・

会

同亙・
1
同
一
手
一
旬
・
畠
〕

き

ι缶
四

一

・

三

宅
λ
ロ

歪

二

百

一

詣

・

充

実

・

吉

一

九品・
Z
口

七

A
・4
一

九
品
・
口
口
主
一
・
七
一

九畠・
A

口
也
凹
・
き
一

第
二
表
に
よ
れ
ば
、
安
調
及
び
清
酒
の
債
格
は
、
こ

の
二
十
年
間
に
非
常
に
鎚
勤
し
た
の
で
あ
っ
た
。
葬
摘

は
、
上
等
物
が
最
低
五
拾
四
国
よ
り
最
高
が
宵
捨
五
回

を一不

L
、
下
等
物
が
四
拾
入
国
ご
百
号
岡
ご
の
閥
を
往

来
し
℃
み
る
。
清
酒
に
あ
h
て
は
、
上
等
品
が
会
拾
四

国
よ
b
九
拾
九
回
に
鐙
勤
し
、
下
等
品
が
最
低
戒
拾
入

国
よ
b
長
高
七
扮
入
国
に
上
っ
た
の
で
ゐ
る
。

以
上
の
如
(
、
清
酒
言
委
樋
ご
に
於
て
は
、
従
量
税

率
も
叉
課
税
田
早
位
た
る
石
賞
。
の
債
格
も
、
共
に
麗
勤

し
た
の
で
ゐ
る
。
更
に
進
ん
で
雨
者
の
関
係
を
明
か
に

せ
ね
ば
な
ら
向
。

一一一一一一一

雑

鍬

物
価
の
塑
瑚
と
従
量
紐

1 

一一-

清
酒
及
び
姿
酒
に
於
て
、
課
税
箪
位
の
債
格
に
掛
L

従
量
税
率
が
寅
質
上
如
何
な
る
割
合
を
占
め
て
ゐ
る
か

を
調
べ
る
縛
め
に
は
、
上
記
第
一
表
の
税
率
ご
第
二
表

の
償
格
ご
を
比
較
調
照
せ
ね
ば
な
ら
向
。
此
場
合
に
、

第
二
表
の
清
酒
及
び
凄
酒
の
石
嘗
り
傾
格
吉
、
第
一
表

の
従
量
税
率

zb官
、
如
何
に
組
み
合
は
す
か
を
考
へ
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
組
み
合
は
せ
の
問
題
は
、
官
官
酒
で

は
俄
h
重
要
で
な
い
γ

が
、
清
酒
で
は
税
率
の
段
勤
の
時

期
及

υ事
情
仁
よ
'O
師
岡
崎
柿
援
動
の
時
期
に
影
響
が
来
る

か
ら
、
一
臆
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
泊
。
此
所
で
は
、
計
算

の
便
宜
上
、
各
年
度
の
清
酒
及
び
安
調
の
石
嘗
ιリ
岡
慣
絡

を
分
母
ご
し
、
常
該
年
度
の
従
量
税
率
を
分
子

t
L
τ

計
算
を
行
っ
た
。
第
三
表
は
其
結
果
で
あ
る
o

第

三
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貿
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申

、‘E
S
S
E
-
t》
B
B
E
E
a

，，F

上

等
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佐

m
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・
口
一
五
・
回
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五
・
九
一
士
山
・
一

一
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・
晶
一
司
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一
一

一
一
す
九
一
式
・
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一
一
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十
七
年
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十

入
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十
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年

四

十

年

第
二
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四
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一
早
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岡
口
・
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囲
日
千
九
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一
V

い
い
い
ら

雑一
四
十
一
年

四
十
二
年

四
十
三
年

四
十
四
年

四
十
五
年

一

一

年

一
-
一
年

四

年

五

年

六

年
七

年

八

年
レ

ミ

4

川

ム

ma

十

年

十

年
動量

物
価
白
控
動
と
従
軍
枕

委
酒
白
寅
質
的
措
卒

、‘B
I
l
k
F
E
E
l，
/

上

骨

品

下

毎

回

開

u

m

%

 

ヱ一円・九一47=一

一
士
山
・
A
一
A
・
也

一
世
・
ヨ
一
一
九
・
A

一
向
・
内
一
A
・
=
一

一
塩
・
口
一
九
二

一
一
一
7
A
一
A
・
A

一也・14-4A・七

一
A
L
一
一
己
・
0

一
也
-
A
一
九
・
一

一
五
三
一
一
六
・
八

一
五
・
包
↓
包
・
ニ

一-一・点一回・一一

一耳
t
n

一也・円

一
内
・
口
一
A
・
=
一

一
点
・
2
一
A
・
回

情
楢
由
貿
質
的
拍
車

i

、il
k
r
i
t
-

上

轄

品

下

帯

品

%

か

m

里

二

蓋

λ

閉
山
・
内
耳
且
・
2

見
・
五
さ
・
一

男
・
七
五
回
・
九

唖一・一

E
D
-
-

一

g
・
口
同
A
A

望
・
山
詣
二

階
当
日
・
七
老
・
九

四
一
-
・
品
五
一
・
七

五
昔
-
A
回
目
・
五

亘ユ・-一立品川・正

一一一五・口一正・五

三
・
1
2
A
7
A

Z

一-t
h

同口・品川

E

ユ
・
口
四
一
・
口

第
三
表
を
瞥
見
す
る
正
、
二
つ
の
事
貨
を
容
易
に
俊

見
す
る
事
が
出
来
る
。
一
は
、
相
等
し
き
従
量
税
率
が

上
等
品
下
等
υ聞
に
よ
っ
て
其
賞
質
的

ω負
携
の
割
合
を

異
に
せ
る
事
、
こ
は
、
従
量
税
率
の
麓
動
古
賀
質
的
の

税
率
ご
の
捷
動
ご
が
別
箇
の
方
向
を
辿
っ
て
ゐ
る
事
で

¥( 

第
二
十
一
を

(
第
一
一
悌
一
四
ニ
)

ヨL

O 

みの
e
令
。

第
一
表
に
て
明
か
な
る
が
如
〈
、
安
調
及
び
清
酒
の

税
率
は
三
十
八
年
、
四
十
一
年
、
七
年
、
九
年
の
四
回

仁
上
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
凡

τの
場
合
仁
於
て
賀
質
的

税
率
は
形
式
的
の
従
量
税
率
よ

b
も
上
り
方
の
程
度
少

〈
.
特
に
大
疋
七
年
の
清
酒
の
従
量
税
の
引
上
げ
の
際

の
如
き
質
質
的
の
税
率
は
返
っ
て
前
年
よ
り
侭
下
し
て

ゐ
る
Z
一
五
ふ
麗
態
を
呈
L
て
ゐ
る
。
夏
に
大
正
十
一
年

に
は
、
伴
引
減
量

ω増
加
に
よ
・
0
酒
造
税
率
は
下
つ

τ

ゐ
る
筈
で
あ
る
の
に
、
貴
質
上
の
税
傘
は
、
逆
に
上
昇

し
て
ゐ
る
ご
云
ム
有
徒
で
あ
る
。
又
市
宮
酒
及
び
清
酒
の

従
量
税
率
が
麓
勘
な
き
際
に
・
質
質
的
税
率
が
車
酬
明
に
品
礎

化
し
て
ゐ
る
事
は
、
随
所
に
之
を
見
受
け
る
事
が
出
来

る
、
殊
に
大

E
四
年
及
び
入
年
の
務
酒
及
び
清
酒
に
は

其
傾
向
が
若
し
〈
現
は
れ
て
ゐ
る
。
物
困
問
騰
貴
の
際
に

は
寅
質
的
税
率
減
じ
、
物
債
下
落
の
時
仁
は
質
質
的
税

率
が
増
加
し

τゐ
る
。
立
法
者
の
定
め
た
形
式
的
税
率

を
離
れ
て
質
質
的
の
税
率
が
自
由
に
動
い
て
ゐ
る
の

は
、
こ
れ
全
〈
清
酒
及
ぴ
勢
調
山
一
般
格
の
製
動
の
費
し

た
結
果
で
あ
る
。

，v_' ゐ巳)ん'，，~'~}'lゆ";0;'川氏叩Y



真
に
土
等
品
Z
下
等
品
ピ
の
費
質
的
税
率
を
比
較
す

る
正
、
古
音
調
t
一
去
は
十
清
酒
正
一
再
は
争
、
常
仁
下
等
ロ
聞

が
上
等
品
よ
b
も
徐
計
の
割
合
の
租
税
を
負
婚
す
る
結

果
ご
な
っ

τゐ
る
。
思
ふ
に
、
貧
者
の
使
用
す
る
下
等

品
に
韓
〈
.
官
者
の
消
費
す
る
上
等
品
に
重
〈
課
税
す

る
正
一
五
ふ
の
が
・
近
代
の
租
税
理
論
を
過
賞
す
る
精
一
脚

で
あ
る
。
然
る
に
、
姿
酒
及
ぴ
清
酒

ω課
税

ω中
に
は

此
精
神
ご
全
C
背
弛
し
た
逆
進
税
・
の
質
例
を
後
見
す
る

事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
亦
等
級
な
き
従
量
税
の

資
せ

L
結
果
で
あ
る
。

四

従
債
税
叶
柏
、
課
税
標
準
よ
b
課
税
単
位
を
へ

τ税
額

を
算
定
す
る
に
賞
、
り
、
一
定
し
た
百
分
比
の
枕
卒
を
周

ひ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
課
税
標
準
の
算
定
の
難
闘
|
|
例

へ
ば
地
視
に
於
け
る
地
倶
山
評
定
の
如
き
ー
ー
を
遁
h

按
り
さ
へ
す
れ
ば
、
税
率
の
定
め
方
一
つ
に
よ
っ

τ噛
時

期
の
効
果
を
攻
め
る
事
が
出
来
る
。
こ
れ
に
反
L
、
従

量
税
は
、
課
税
標
準
算
定

ω困
難
を
な
め
る
必
要
は
な

い
が
、
課
税
車
位
の
債
格
の
襲
勤
仁
膳
じ
絶
え
宇
税
率
・

を
襲
夏
せ
ね
ば
な
ら
泊
。
然
ら
や
ん
ば
上
記

ω如
き
不

難

錐

物
惜
の
襲
醐
と
総
量
甜

都
合
を
生
宇
る
の
で
あ
る
G

従
伺
税
主
義
正
一
再
ひ
従
量
税
宇
正
義
正
云
ひ
、
要
は
寅

質
的
に
遁
切
に
税
源
を
捕
捉
す
る
に
あ
る
。
課
税
技
術

の
賞
朕
か
ら
云
へ
ば
、
或
は
現
行
の
等
級
な
き
従
量
税

主
義
が
姿
酒
及
び
清
酒
の
課
税
に
過
賞
し
て
ゐ
る
か
も

知
れ
な
い
o

然
L
、
物
価
恨
の
超
勤
せ

g
る
時
に
巳
に
逆

進
枕
の
結
巣
を
来
た
し
、
更
に
物
侵
鐙
勤
の
際
に
は
共

郁
皮
質
質
的
枕
率
を
乱
調
子
に
動
か
し
む
る
が
如
き
結

果
を
粛
す
従
で
ゐ
る
ご
、
果
L
て
泊
切
に
税
源
が
捕
捉

せ
ら
れ

τゐ
る
か
Y
」
う
か
頗
る
疑
問
で
あ
る
o

而
し
て

此
械
の
非
難
は
、
耗
度
的
差
こ
そ
あ
れ
、
等
級
ほ
き
従

量
税
を
採
用
せ
る
凡

τの
利
税
に
通
用
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。物

償
援
動
な
る
大
事
貨
は
、
立
法
者

ω形
式
的
に
定

め
た
従
量
税
率
を
無
税
し
て
、
間
早
舗
に
租
税
負
捻

ω貫

質
的
閥
係
を
獲
草
し
て
行
(
の
で
ゐ
る
。
事
賓
の
カ
の

前
に
出

τは
、
従
来
の
租
税
立
法
者
の
議
期
は
徐
り
に

無
力
で
あ
っ
た
。
(
一
四
、
七
、
一
=
一
)

d川 ぷ 崎 明細酔

第二
1
一
佐

(
第
二
蹴
一
四
一
一
一
)

J' 
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雑

拘
岡
山
姐
瑚
・
と
措
置
禍

録

己
同
慌
の
も
の
が
わ
仔
花
し
て
居
っ
た
己
い
ふ
こ
己
が
山

家
る
で
ゐ
ら
う
。
従
っ
て
叉
此
ペ
イ
!

?

Y

は
司
自
ロ
・

3
一
切
の
い
ふ
如
〈
、
十
六
祉
制
り
グ
エ
ユ
ス
、
セ
ン
ト
一

ジ
ョ
ー
ジ
、
ァ
ム
ス

7
P
ダ
ム
‘
川

V

プ
ル
ヒ
、
ニ
ユ
一

ル

y
イ

ル

ヒ

等

ω
仮
岬
債
銀
行
仁
於

τ行
つ
に
正
こ
ろ
の
一

岡
、
一
仮
棒
銀
行
に
勘
定
を
有
す
る
賞
事
お
川

ω岱
仙
の
一

帳
簿
上
の
振
持
よ
b
も
、
更
に
進
歩
し
た
る
決
憐
方
法

で
あ
っ
た
正
色
檎
し
得
る
で
ゐ

4
ぅ
。
(
向
此

ω
・へイ一

!
?
ト
ツ
は
仰
醐
尚
革
命
ゆ
頃
迄
作
総
L
hル
ピ
い
は
れ

τ
一

ゐ
る
。
)


